




団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者になる「2025 年問題」
を目前に控え、高齢化により医療費、平均在院日数、入院率、
要介護認定率、認知症罹患率などが増加することが明らかに
なっており、医療・介護現場で働く私たちは、問題解決に取
り組む責任があると考えます。平成 31 年の現時点において、
沖縄県では全国と比べて介護が必要な状態の高齢者が多く

（要介護 3～5 の認定率が全国 1 位）、胃瘻造設患者が多く、
外来受療率が低く入院受療率が高い。また、時間外受療率が
とても高く、独居高齢者が多く、アルコール摂取率や肥満率、未婚率が高いことがわかって
います。別の言い方をすれば沖縄県は、一人暮らしや介護が必要な高齢者が多く、さまざま
な理由により定期的に外来に通院できず、疾患が重症化してから救急搬送されて入院し、治
療が終了しても、在宅の環境が整わないなどの理由から、なかなか退院へつなげにくいとい
う構造がみえてきます。その解決策の一つとして医療介護の連携をスムーズにするために「在
宅医療・介護連携推進事業」が中部地区医師会で開始されました。この事業では「入退院連
携の支援」「療養生活支援」「急変時に関する事」「看取りに関する事」の４つの要素が重要で
あると考え、この各要素に対してさまざまな取り組みをおこなっていますが、今回この「マナー
ブック」は入退院の連携支援のツールとして作成されました。患者さんが入退院するにあたっ
て職種による経験や視点の違いからお互いに何を必要としているか、どうすればスムーズな
連携になるかなどを考えてできるだけわかりやすく冊子にしました。
高齢者の増加におけるマイナス面ばかり述べましたが、一方でおじい、おばあの存在そのも
のが、現役世代の精神的支柱になり、その支えのもとで現役世代が活躍し、沖縄の未来を形
作る実状もあると思います。この冊子がそんな明るい沖縄の未来を作る一助になれば幸いです。 

◆発行にあたって

一般社団法人中部地区医師会
老人保健担当理事 末永 正機

◆ごあいさつ

一般社団法人中部地区医師会
会長 中田 安彦

　この度、中部地区在宅医療介護連携推進事業の活動の一環と
して「入退院支援連携ハンドブック」を発行することとなりま
した。当中部地区医師会においても医療と介護の連携体制の構
築は重要課題と位置づけており、このハンドブックは中部地域
における入退院の連携支援のツールとして医療、介護、福祉施
設等において活用し、スムーズな連携体制の一助となることを
目的としたものであります。
来るべき超高齢化社会の対策として全国的に「地域包括ケアシステム」の構築が進む中、当
中部地区においても重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最期まで続けることができるよう、住まい・ 医療・介護・予防・生活支援が一体的に提
供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

「マナーブック作成時（平成30年度）」
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在宅医療介護連携推進事業とは

「入退院支援連携マナーブック」について

　介護保険法（第 115 条の 45 第 2 項第 4 号）に基づき、医療と介護の両方を必要
とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続け
ることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ
継続的な在宅医療・介護を提供することを目的としている。

　中部地区医師会では、平成３０年度在宅医療・介護連携推進事業（１２市町村受託事
業 ) に基づき、中部地区圏域の病院へヒアリングを実施。病院を機能別に分類し介護支
援専門員と行政、地域包括支援センター、訪問看護ステーションと意見交換会を経て、
一般社団法人中部地区医師会老人担当理事末永正機先生（ちゅうざん病院院長）を始め
協力員の皆さんと協議を重ね、「中部地区における入退院支援連携マナーブック」を作
成 。本マナーブックは「入退院支援」に焦点を当て、関わる多職種が双方の立場を理解・
尊重し、患者・利用者が望む在宅移行支援を行うために活用することを目的としいる。

＜事業委託１２市町村＞
沖縄市  うるま市  宜野湾市  西原町  中城村  北中城村  北谷町  嘉手納町
読谷村  金武町     宜野座村   恩納村

恩納村
金武町

宜野座村

読谷村
嘉手納町

沖縄市
北中城村

中城村

北谷町
宜野湾市

西原町

うるま市

※金武町、宜野座村、恩納村については、中部地区医師会管轄外となってるが、2次医
　は療圏中部であることから、同町村の希望により事業を実施。
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表 1-1

そう思わない（全く思わない）
非常にそう思う（そう思う）

回答なし

早い段階で医療機関と
共有できている（CM等回答）

55%43%

2%

早い段階で CMと
共有できている（MSW等回答）

非常にそう思う（そう思う）
そう思わない（全く思わない）

31%

69%

表 1-2
CMから1週間以内に入院時

情報提供がある（MSW等回答）

そう思わない（全く思わない）
非常にそう思う（そう思う）

回答なし

50%44%

6%

85%

15%

利用者が入院した場合、１週間
以内に利用者情報を提供している

（CM等回答）

そう思わない（全く思わない）
非常にそう思う（そう思う）

「入退院支援連携マナーブック」のねらい

　平成 30 年９月に実施した、介護支援専門員（以下ケアマネ）、医療ソーシャルワー
カー・退院支援看護師・精神保健福祉士・相談員（以下ＭＳＷ等）を対象としたアンケ
ートでは、利用者が入院となった場合「早めに情報共有ができている」と回答したケア
マネは55％と半数であったが、ＭＳＷ等は 69％と高いことがわかった。（表１-1）ま
た、「入院時情報提供書を１週間以内に提供している」と答えたケアマネは 85％と高い
回答であったが、ＭＳＷ等は 50％と半数であることがわかった。（表 1-2）
アンケート結果にあるように入退院連携に関してＭＳＷ等、ケアマネ双方に意識の差が
あることがわかった。これを踏まえて本マナーブックは、入退院支援におけるＭＳＷ等
とケアマネの入退院時の情報共有をスムーズに行い、さらに円滑な在宅移行を推進する
ことを目的としている。
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職種により、関連する制度や法律は異なります。双方の職種や立場を理解し、思いやりを

もって丁寧に連携しましょう。

研修等を利用し双方が顔の見える関係を積極的に築きましょう。電話連絡の場合は言葉遣い

など一般的なマナーも十分注意しましょう。

入退院連携支援における共通マナー

患者さんや利用者の名前はきちんとフルネームで伝えましょう。多職種が電話などで連絡を

取り合う場合もきちんと自身の所属と名前をフルネームで伝えましょう。

それぞれ、限られた時間で仕事をしています。お互いの時間を大切にし、どの程度急ぐ用件

なのか、優先順位を考えて連絡を取り合いましょう。

＜すべての職種のみなさんへ＞＜すべての職種のみなさんへ＞

１．お互いの職種を尊敬し、謙虚な気持ちで、丁寧に対応しましょう。

２．日頃から積極的に情報交換を忘れず、顔の見える関係を築きましょう。

３．所属機関や名前はフルネームで伝えましょう。

４．多職種と連携をとるときは、優先順位を考えて連絡しましょう。

５．専門用語は使わず、わかりやすい言葉を使いましょう。

自分の業種以外の専門用語には慣れていません。専門用語や短縮言葉を使わず、きちんと相

手に分かるように説明しましょう。

多職種が協同して、患者さん・利用者

が抱えるニーズに対し、丁寧に前向き

に取り組むプロセスが重要です。
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病院とケアマネの動き

◎ケアマネの動き ◎病院の動き
□病院の連携窓口を確認
□キーパーソンの確認（入院となった場合、　誰
　に連絡をとるか）
□医療連携等に備えて、利用者の個人情報活用
　の同意書があるか再確認する
□障害サービス等を併用している場合は担当者
　と情報共有する
□研修等を活用して医療機関、ケアマネ等と名
　刺交換を行い相談できる関係を築く

□地域包括支援センターの連携窓口を確認　
□入退院を繰返す患者さんなどは、逆紹介を行
　い地域のかかりつけ医（診療所・クリニック）
　につなげる
□研修等を活用してケアマネ等と名刺交換を行
　い相談できる関係を築く

□入院前の生活状況等聞き取り
□家族状況（キーパーソンなど）の確認
□病状や治療状況等確認
□介護保険サービス等利用状況について確認
□在宅移行連携に備えて個人情報活用の同意書
　について確認
□かかりつけ医と連携をとる

□ご本人、ご家族が望む在宅生活を確認する
　（意思確認）
□退院調整カンファレンスの日程は、早めに
　ケアマネへ連絡
□在宅退院を希望される場合、生活状況や住
　環境等を確認
□状態に応じて、訪問診療や訪問看護など医
　療ケアの導入を検討
□必要に応じて、地域包括支援センター（※4）
　等と状況共有
□かかりつけ医と連携をとる
※加算 (※1)

日頃から
気をつけ
ること

入院時に
気をつけ
ること

退院時と
退院後に
気をつけ
ること

※2︓入院時情報提供書等ツールについては 18 ～ 20 ページ参照

※4︓地域包括支援センター一覧は 35 ページ参照
※5︓入院医療から在宅医療等へ以降する患者数を「在宅医療等の追加的需要」として推計

※3︓居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導）は医師・歯科医師・薬剤師・歯科栄養士・管理栄養士などが自宅を訪問するサービス

毎日、たくさんの郵便物が届きます。医師へ
依頼文章などを郵送する際は、封筒の表面に

「○○○在中」と記載し中身がわかるように
しましょう。
例えば・・
「訪問看護指示書依頼報告書　在中」
など同封している内容がわか
ると連携もスムーズになるよ。

2025 年における在宅医
療等の追加的需要は中部地区
圏域では 768 人 / 日といわれ

ているよ。（※5）

一日で 700 人以上もの
患者さんが退院するんで

すね︕

□入院当日～ 3 日以内に入院時情報提供書（※2）
　を持参、もしくはＦＡＸする
□状態に応じて、介護保険サービスの変更また
　は追加などを検討
□状態が大きく変わった場合は、要介護区分の
　変更を検討
□かかりつけ医と連携をとる

※1︓医療・介護にかかる主な介護報酬・診療報酬加算については 16 ページ参照

加算
（※１）

●入院時情報連携加算（居宅介護支援費）
　Ⅰ250 単位　(入院した日のうちに）
　Ⅱ200 単位　(入院した日の翌日又は翌々日に）
●通院時情報連携加算 ( 居宅介護支援費 )
　50 単位 ( 月 1 回 )

加算
（※１）

●入退院支援加算1　700点 または1300点 （退院時１回）
　入退院支援加算2　190点または635点　（退院時１回）
　入退院支援加算3　1200 点 ( 退院時 1 回 )
●入院時支援加算 1　230 点　
　入院時支援加算 2　200 点　
●介護支援等連携指導料 400 点（入院中２回）

加算
（※１）

●退院・退所加算（居宅介護支援費）（入院・入所１回）
カンファレンス

参加無
カンファレンス

参加有
連携 1 回
連携 2 回
連携 3 回

450 単位
600 単位

600 単位
750 単位
900 単位×

加算
（※１）

●退院時共同指導加算　600 単位
　退院時 1 回。特別な管理必要な場合 2 回。
　（（介護予防 )、訪問看護、定期巡回、看多機）
●緊急時等居宅カンファレンス加算　200単位

※入退院時・退院後など常にかかりつけ医との連携をとることを忘れないようにしましょう

カンファレンス
参加無

カンファレンス
参加有

□ご本人、ご家族が望む在宅生活を確認する
　（意思確認）
□キーパーソンの理解力や介護力等包括的に
　検討
□治療経過やＡＤＬ、ＩＡＤＬ等を確認し、適切
　なサービスを検討
□必要に応じて ( 居宅療養管理指導　（※3））を検討
□退院調整カンファレンスに積極的に参加する
□退院後の生活課題をサービス担当者会議で共有
□かかりつけ医と連携をとる
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多職種連携の流れとポイントをフローチャートで見てみよう︕

在宅に戻るには、色々なサービスの
調整があるよ。介護保険サービスに
限らず様々なサービス調整
があるので早めにケアマネ
と連携が必要だよ。

◎ケアマネの動き ◎病院の動き

利用者が入院した 高齢者（65歳以上）が入院してきた

□入院時情報提供書を医療機関へ持
　参、または FAXなどで送る　
□利用者の入院期間や見込みなどを
　確認
□状態変化に応じて、要介護度区分
　変更の検討

退院調整カンファレンスには積極的
に参加し、入院中の治療経過等や在
宅生活の共有、相談、調整

○サービス担当者会議の開催
○ケアプランの確定

予定入院の場
合は、入院前
から生活状況
などの収集を
行う

入院時の聞き
取 り で、ケ ア
マネが確認で
きない場合

入院時の聞き
取 り で、ケ ア
マネを把握で
きた場合

治療開始
患者が把握し
ていない場合
は、ご家族へ
聞き取りを行
う

介護保険証等
へケアマネの
名刺が保管さ
れているか確
認ＡＤＬに 著 し

く変化があっ
た場合

介護支援専門
員が把握でき
た 際 は、早 め
に介護支援専
門員へ連絡を
する

地域包括支援センターへ相談

家政婦（民間サービス）訪問看護（医療保険）

訪問看護（医療保険） ＊訪問薬剤（月１回） 訪問看護（医療保険）

（介護保険サービス） （介護保険サービス） （介護保険サービス） 家政婦（民間サービス） 家政婦（民間サービス） 家政婦（民間サービス） 家政婦（民間サービス）

訪問介護 訪問介護 訪問介護

（介護保険サービス） （介護保険サービス） （介護保険サービス） （介護保険サービス） （介護保険サービス） （介護保険サービス） （介護保険サービス）

重度訪問介護 重度訪問介護 重度訪問介護

（障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス）

午後

重度訪問介護 重度訪問介護 重度訪問介護 重度訪問介護

訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護

ショートステイ（月２日）） ショートステイ（月２日） 居宅療養管理指導 訪問看護（医療保険）

福祉用具レンタル

（介護保険サービス） （介護保険サービス）

訪問看護（医療保険） ＊訪問診療（月２回） 訪問看護（医療保険） ＊訪問歯科（月１回） ＊訪問診療（月２回）

（介護保険サービス） （介護保険サービス） （介護保険サービス） （介護保険サービス） （介護保険サービス）

（障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス）

訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護

金曜日 土曜日 日曜日

午前

重度訪問介護 重度訪問介護 重度訪問介護 重度訪問介護 重度訪問介護 重度訪問介護 重度訪問介護

（障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス） （障がい福祉サービス）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

家政婦（民間サービス）

＜85歳 女性 筋萎縮性側策硬化症の患者の在宅サービスの一例＞

障がい福祉サービス 介護保険サービス 医療保険サービス 民間サービス
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地域の医療と住宅サービス

医療 入院機能

詳細は 8～ 12ページ

病院・診療所・クリニック
（訪問診療医・かかりつけ医）

歯科・薬局

高度急性期病棟
急性期病棟

回復期・リハビリ病棟
地域包括ケア病棟
緩和ケア病棟

精神科病棟

在宅サービス

地域包括支援センター

居宅介護支援事業所

（看護）小規模多機能居宅介護

ショートステイ（療養・介護）

訪問看護・訪問介護
訪問入浴・訪問リハビリ

通所介護（デイサービス）
通所リハビリ（デイケア）

福祉用具貸与販売事業所
住宅改修

詳細は 13～ 14ページ

※介護予防サービスも含む
　(一部介護予防サービスを受けられない場合もあります )

入所系

介護老人保健施設（老健）
介護老人福祉施設（特養）

認知症対応型共同生活介護

有料老人ホーム
サービス付高齢者向け住宅

介護医療院

詳細は 15ページ
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病院・診療所・クリニック

＜病院＞
20床以上の病床を有する医療機関。

＜診療所・クリニック＞
病床を有しないか、または19床以下の有床施設。

＜かかりつけ医＞
患者の健康管理について相談にのり、日常的な診療や初期治療にあたる医師。

＜訪問診療医＞
ご自宅(有料老人ホーム等含)で療養生活を送っている患者さんで、疾病等のため通院が困難な方に対
し、ご自宅(有料老人ホーム等含)へ計画的、定期的に訪問し診療を行う医師。
＊往診とは、突発的な病状等状態変化に対し、緊急的にご自宅等へ訪問し診療を行うこと。

歯科（訪問歯科）

疾病等により通院困難な患者に対し、ご自宅（有料老人ホーム等含）へ訪問し、むし歯や歯周病など
の治療、入れ歯の手入れ、口腔ケアなどを行う。

薬局（訪問薬剤）

疾病等により薬局に来られない方やご自宅での薬剤管理が難しい方に対し、薬剤師がご自宅
（有料老人ホーム等含）へ訪問し、服薬管理支援や相談などを行う。
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病棟機能の考え方

精神科病院

高度急性期病棟

急性期病棟

回復期・リハビリ
テーション病棟

地域包括ケア病棟

緩和ケア病棟

医療療養病棟

急性期の患者に対し、状態の早期安定化
に向けて、診療密度が特に高い医療を提
供する機能病院。

急性期の患者に対し、状態の早期安定化
に向けて、医療を提供する機能病院。

急性期を経過した患者へ在宅復帰に向け
た医療やリハビリテーションを提供する
機能病棟。特に、急性期を経過した患者
に対し、ADL（日常生活動作）の向上や
在宅復帰を目的としたリハビリテーショ
ンを集中的に提供する機能病棟。

軽度急性期疾患や急性治療後の退院を目
指した方が在宅復帰を目指して医療や在
宅復帰支援を行う機能病棟。

緩和ケア病棟は、癌の患者さんなどで苦
痛症状を緩和しつつ限られた時間を有意
義に過ごすことを目的とした機能病棟。

長期にわたち療養が必要な患者が入院す
る機能病棟。

およそ
14日以内

最大 150 日
（高次脳機能
障害を伴う
場合は最大
180 日）

最長 60日

長期医療気分
等要相談

内　容 入院期間 入院区分 /基準

10ページ
参照

11ページ
参照

内　容 入院期間 入院区分 /基準

精神科病院 精神疾患、認知症を有する者の通院、入
院治療を行う医療機関。

12ページ
参照



-10-

高度急性期病棟

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が高い医療を提供する機能。
＜高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例＞
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治
療室など、急性期の患者に対し診療密度が高い医療を提供する病棟。

急性期病棟

急性疾患や慢性疾患の急性増悪などで、緊急・重症な状態にある患者に対して入院・手術・検査な
ど高度で専門的な医療を提供する病棟。発症後おおよそ14日以内が急性期の目安とされている。

回復期リハビリテーション病棟

回復期リハビリテーション病棟へ入院する対象者は、厚生労働省が疾患などの条件や入院期間
が定められている。疾患の発症から最長で2ヵ月以内の患者さんが対象となり、対象疾患ごと
に決められた期間（1～2ヵ月以内）での転院が必要となる。例えば脳血管疾患や脊髄損傷など
は発症から2ヵ月以内の転院が必要で、最大入院期間は150日（高次脳機能障害を伴う場合は
180日）。大腿骨や骨盤などの骨折であれば、転院は発症から2ヵ月以内で最大90日の入院期
間が定められている。
※入院条件等は疾患や状態により異なるのでご注意ください。

脳血管疾患（脳梗塞・脳出血）、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血でシャント術後、脳腫瘍、
脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後もしくは手術後

義肢装着訓練を要する状態

高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頚髄損傷および頭部外傷を含む多部位外傷

大腿骨、骨髄、脊椎、股関節、膝関節の骨折又は２肢以上の多発骨折の発症後、または術後

外科手術又は肺炎などの治癒時の安静による廃用症候群

大腿骨、骨髄、脊椎、股関節または膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後

股関節又は膝関節の置換術後の状態

急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態

対象疾患 回復期
入院期間

150 日以内

150 日以内

180 日以内

90日以内

90日以内

90日以内

90日以内

60日以内
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地域包括ケア病棟

入院期間は最大60日

①急性期病院からの受入（ポストアキュート）
急性期病院での治療を終えたが、すぐに自宅や介護施設へ退院できないと急性期病院の主治医が判
断した場合、地域包括ケア病棟へ転院し継続的な医療を受けつつリハビリを行う。

②在宅・生活復帰の支援
具体的な生活（排泄や着替え、食事など）を視野に入れたリハビリや自力での動作を実施できるよ
う介助を行う。在宅や施設での生活を支えるためのサービスなどの調整が必要。

③緊急時の受入（サブアキュート）
外来や往診患者、介護施設等からの緊急時の受入も行っている。経度救急の患者さん（特殊な薬品
や特殊な検査・治療が不要）のケア体制を整える。

緩和ケア病棟

治癒が難しくなったがんなどの悪性腫瘍の患者さんに対し、身体的な苦痛を軽減する治療を行うだけ
でなく、精神的、スピリチュアルな苦痛を和らげ患者さんとご家族が大切な時間を過ごすことを目的
とする。

医療療養型病棟

主として長期にわたり療養を必要とする者を入院させる病床。（下記、対象疾患参照）

対象疾患・医療処置医療区分

医療区分３ ＜疾患・状態＞
・スモン　・医師及び看護師により常時監視・管理を実施している状態（ほかに医療区分 2又は 3に該
当する項目がある場合）
＜医療処置＞
・２４時間持続点滴　・中心静脈栄養を実施している状態　・人工呼吸器　・ドレーン法
・胸腹腔洗浄　・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管　・感染隔離室における管理
・酸素療法（常時流量 3L/ 分以上を必要とする状態等）

医療区分 2 ＜疾患・状態＞
・筋ジストロフィー　・多発性硬化症　・筋萎縮性側索硬化症　・パーキンソン病関連疾患　・その他
の難病（スモンを除く）　・脊髄損傷（頸髄損傷）　・慢性閉塞性肺疾患（COPD）・疼痛コントロール
が必要な悪性腫瘍　・肺炎　・尿路感染症　・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから 30日
以内　・脱水かつ発熱を伴う状態　・体内出血　・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態　・褥瘡　・抹消循
環障害による下肢末端開放創　・せん妄　・うつ状態　・暴行が毎日みられる状態　・医師及び看護師
により常時監視・管理を実施している様態
＜医療処置＞
・透析　・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養　・喀痰吸引（1日 8回以上）　・気管切開、気管内挿管
のケア　・頻回の血糖検査　・創傷（皮膚潰瘍・手術創・創傷処置）　・酸素療法（医療区分 3に該当
するもの以外）

医療区分 1 医療区分 2・3に該当しない者 レスパイトや台風時
等災害時の受け入れ
についても相談でき
るよ。
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精神病院

＜精神科救急/急性期病棟＞
統合失調症やうつ病、器質性精神障害等の急性期の精神症状を集中的に治療する病棟。

＜精神療養病棟＞
長期にわたり療養が必要な精神障害者が入院する病棟。

＜認知症治療病棟＞
精神症状及び行動異常が特に著しい重度の認知症患者（幻覚・妄想・夜間せん妄・徘徊・弄便・
異食等の症状が著しく、看護が困難な者）を対象とした急性期に重点をおいた入院治療を行う。

【精神科における入院形態】
●任意入院
　本人の意思で入院治療を受ける入院形態。

●医療保護入院
　精神保健指定医が入院治療が必要だと判断し、家族等の同意を得られる場合、本人の同意が得
　られなくても入院治療をうける入院形態。

●措置入院
　自傷、他害の恐れがあり、2名の精神保健指定医が判断した場合、県知事命令による強制的な入
　院治療を受ける入院形態。
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地域包括支援センター

居宅介護支援事業所

（看）小規模多機能型居宅介護事業所

＜居宅介護支援事業所＞
介護保険の説明、居宅サービス計画書（ケアプラン）の作成、介護サービス事業者との連絡・
調整、介護に対する悩みなどを相談。

＜介護支援専門員（ケアマネジャー）＞
要介護者又は要支援者からの相談に応じ、心身の状況等に応じ適切な居宅サービス等
を利用できるよう市町村、居宅サービス事業等との連絡調整等を行う者であって、要
介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有
する者。

＜看護小規模多機能型居宅介護事業所＞
医療行為も含めた多様なサービスを 24 時間 365 日利用することができる。看護小規模多
機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が、「通い」「泊まり」「訪問（看護・介護）」のサー
ビスを一元的に管理するため、利用者や家族の状態に即応できるサービスを組み合わせる
ことができる。

＜小規模多機能型居宅介護事業所＞
「通所サービス」「短期入所」「訪問サービス」を 1 つの事業所が提供するサービス。利用
者は 1 つの小規模多機能型居宅介護の事業所に契約・登録すると、それぞれのサービス
を必要に応じて利用できる。ケアマネは、小規模多機能型居宅介護の事業所に所属して
いる者が担当し、ケアプランの作成からサービスの提供まで同一の事業所で行う。

　地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口。保健師・社会福祉士・主任介護支援専門
員等を配置して多職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のため
に必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するこ
とを目的とする施設である。
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通所介護 (デイサービス )

レクリエーションなどを取り入れた日常生
活訓練や認知症予防、身体的機能訓練、介
護を行う家族の負担軽減などを目的として
いる。デイサービスとも呼ばれる。

ショートステイ（療養・介護）

＜ショートステイ（短期入所生活介護）＞
介護老人福祉施設などに短期間入所して食
事・入浴などの介護や機能訓練等を行う。

＜ショートステイ（短期入所療養介護）＞
介護老人保健施設などに短期間入所して医
療によるケアや介護、機能訓練等を行う。

通所リハビリ (デイケア )

老人保健施設や病院、診療所などに併設さ
れている施設。医師の指示にもとづき、理
学療法士などが日常生活動作や身体機能の
維持・向上を目的にリハビリを実施。デイ
ケアとも呼ばれる。

訪問看護

看護師やリハビリ職などが訪問し、疾病や
傷病等で療養中の方に対し、医師の指示の
もと、ご自宅 ( 有料老人ホーム等含 ) を訪
問し血圧測定など療養上の処置等を行う。
医療機器などを使用しながら療養生活を支
援する。
＊医療保険や介護保険サービス該当により
利用できる

訪問介護

介護福祉士やホームヘルパーがご自宅を訪
問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や
調理、洗濯、掃除などの家事を援助。

訪問入浴

病気などのため通所介護施設などで入浴す
ることが難しい方、自宅の浴槽で入浴する
ことが難しい方などに対し、ご自宅に簡易
浴槽を持ち込み看護師や介護職員から介助
を受けながら入浴できるサービス。訪問リハビリ

主治医の指示にもとづき必要に応じて理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士といった
専門資格を持つ専門職がご自宅を訪問しリ
ハビリ等を行う。 福祉用具貸与販売事業所

＜福祉用具貸与販売事業所＞
介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常
生活の便宜を図るため及び機能訓練のため
の用具。自立した日常生活を営むことがで
きるよう保険給付の対象としている。

＜住宅改修＞
介護保険の住宅改修工事は、身体状況や家
屋状況等に応じて、手すりの取り付けや段
差解消、洋式便器等への取替え工事などを
行う。
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認知症対応型共同生活介護

介護老人保健施設（老健） 介護老人福祉施設（特養）

有料老人ホーム サービス付高齢者向け住宅

認知症の利用者を対象にした専門的なケアを
提供するサービス。可能な限り自立した日常
生活を送ることができるよう、認知症の利用
者が、グループホームに入所し、家庭的な環
境と地域住民との交流の下で、食事や入浴な
どの日常生活上の支援や、機能訓練などの
サービスを受けます。 
グループホームでは、1 つの共同生活住居に
5 ～ 9 人の少人数の利用者が、介護スタッフ
とともに共同生活を送る。

平成３０年４月より創設される「介護医療
院」は、長期的な医療と介護のニーズを
併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医
学管理」や「看取りやターミナルケア」等
の医療機能と「生 活 施 設 」と し て の 機 能
とを兼ね備えた施設。

主に医療ケアやリハビリを必要とする要介
護状態の高齢者（65 歳以上）を一定期間受
け入れ、身体機能訓練等リハビリを実施し
在宅復帰を目指す施設。老健とも呼ばれる。

ご自宅での生活が困難になった要介護 3 以
上（特例の要介護 1・2）の高齢者が身体介
護や生活支援を受けて居住する施設。特養
とも呼ばれる。

有料老人ホームは「介護付き」「住宅型」「健
康型」と複数の種別がある。

●介護付
介護等のサービスが付いた高齢者向け居住
住宅。

●住宅型
生活支援等サービスが付いた高齢者向け居
住住宅。

●健康型
食事等のサービスが付いた高齢者向け居住
住宅。介護が必要になった場合は契約解除
となる。

高齢者が安心して暮らしていけるような
サービスを提供するバリアフリー構造の
賃貸住宅。安否確認や生活相談というサー
ビスがある。介護が必要となった際は、
訪問介護やデイサービスなど、外部の介
護サービスを利用することができる。「サ
高住」や「サ付住宅」とも呼ばれる。

介護医療院
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医療介護連携にかかる主な介護報酬・診療報酬加算

Ⅰ︓２５０単位（入院した日のうちに） 入院時支援加算1　　２３０点
入院時支援加算2　　２００点Ⅱ︓２００単位（入院した日の翌日又は翌々日に）

一般病棟︓７００点（療養病棟︓１，３００点）

一般病棟︓１９０点（療養病棟︓６３５点）

1,２００点

（加算要件あり）＜退院時１回＞

３００点

５０点
連携１回

連携２回

 

４００点＊入院中２回に限り算定

連携３回

入院時支援加算１＜退院時１回＞

＜介護報酬加算＞ 入　院 ＜診療報酬加算＞

総合機能評価加算

＊自宅等（他の保険医療機関から転院する患者以
外）から入院する予定入院患者であること。
入退院支援加算を算定する患者であること。

入退院支援加算１＜退院時１回＞

小児加算︓２００点＜退院時１回＞

入退院支援加算２＜退院時１回＞

入退院支援加算３＜退院時１回＞

※医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等
が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患
者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サー
ビス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を
行った場合、算定可。

地域連携診療計画加算

カンファレンス無 カンファレンス有

４５０単位 ６００単位

退院前訪問指導料
５８０点＊入院中１回（入院後早期に退院前訪
問指導の必要があると認められる場合は２回）
に限り算定可。

６００単位 ７５０単位

介護支援等連携指導料
退院時共同指導加算

②＋2,０００点（入院医療機関の医師、看護師等、
薬剤師、管理栄養士、理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士・社会福祉士と在宅の主治医又は看護
師等、歯科医師又は歯科衛生士、薬剤師、訪問看
護ステーションの看護師等、介護支援専門員、相
談支援専門員のうち３者以上）
＊自宅以外の場所に退院する患者も算定可。
2022年報酬改定にてビデオ通話が可能になった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1

 (訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随
  時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型
  居宅介護）
６００単位（退院につき1回。特別な管理が
必要な場合は2回）
退院時共同指導を行った際に初回の指定訪問看
護を行った場合

× ９００単位

退院時共同指導料２
４００点＊入院中２回限り
以下該当する場合に①、②いずれかを所定点数に
加算できる。
①+3 0 0 点（入院医療機関医師と在宅担当の主治医）緊急時等居宅カンファレンス加算

退院時共同指導加算

（居宅介護支援費）２００単位（１月に２回を限度）

（訪問看護管理療養費）
8,0 0 0 円（退院につき1回。特別な管理が必要
な場合は2回）

＊算定にあたっては、各病院・介護保険事業所で、
　算定要件・施設基準等の詳細を確認してください。
　出典︓沖縄県ＭＳＷ協会「入退院支援連携デザインガイド
　ライン」を一部改編

病院又は診療所の求めにより、医師又は看護師等
とともに利用者宅でカンファレンスを行い、必要
に応じて介護サービスの調整

退　院 退院後訪問指導料
５８０点（１回につき）
＊退院後１月に限り、５回を限度、退院日は算定
不可。

訪問看護同行加算
２０点＊退院後１回限り

地域の薬局も退院前
カンファレンスに参
加すると共同指導料
（600単位）が別途
　加算できるよ。

入院時情報連携加算

退院・退所加算

2024年（令和6年）7月現在

※1　出典︓厚生労働省「医療情報システムの安全管
　　　　　  理に関するガイドライン」参照

病院、診療所、介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設から
退院・退所する利用者が対象。

訪問リハ、通所リハ対象の
退院時共同指導加算（600単位／回）が新設。

小児加算︓２００点＜退院時１回＞

※提供方法は問わない。
※Ⅰ、Ⅱの同時算定は不可。
・利用者に係る必要な情報（心身の状況、生活環
　境、サービスの利用状況等）を提供
・利用者１人につき１月に１回を限度
・情報提供を行った日時、場所（医療機関に出向
　いた場合）、内容、提供手段（面談、FAX等）
　について、居宅サービス計画書等に記録



2024 年 ( 令和 6 年 )　7 月現在

＜介護報酬加算＞

・特定事業所加算 (Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)
（Ⅰ:519単位、Ⅱ:421単位、
　Ⅲ:323単位 / 月 ）
・特定事業所加算（A）
（114単位/月）
・特定事業所医療介護連携加算
（125単位/月）
質の高いケアマネジメントを提供する
事業所を評価

通院時情報連携加算（50 単位）

緊急時等居宅カンファレンス加算
（200単位）

【算定要件】
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は
診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居
宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に
応じ利用者に必要な介護サービスの利用に関
する調整を行った場合に所定単位数を加算。
※利用者 1 人につき、1 月に 2 回を限度

ターミナルケアマネジメント加算
(400単位／月)

【算定要件】
・終末期の医療やケアの方針に関する当該利用
  者又はその家族の意向を把握していること
・医師が一般に認められている医学的知見に基づ
  き、回復の見込みがないと診断した患者であり、
  在宅で死亡したこと
・ターミナルケアマネジメントを受けること
  について、利用者またはその家族から同意
  を得ること
・24 時間連絡できる体制を確保し、かつ、必
  要に応じて指定居宅介護支援を行うことが
  できる体制を整備していること
・死亡日及び死亡日前 14 日以内に 2 日以上、
  利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状
  況等を連絡し、主治医及び居宅サービス計
  画に位置付けた居宅サービス事業者に連絡
  調整すること
・厚生労働省「人生の最終階段における医療・
  ケアの決定プロセスに関するガイドライン」
  等を参考にし本人の意思を尊重した医療・ケ
  アの方針が実施できるよう多職種が連携し本
  人及びその家族と必要な情報共有に努めるこ
  と

【算定要件】
利用者が病院又は診療所において医師又は歯科
医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同
席し、心身の状況や必要な情報提供を行い医師
又は歯科医師から必要な情報を受け居宅サービ
ス計画に記載した場合に限り
※利用者１人につき１月に１回を限度

在宅療養

＜診療報酬加算＞

・往診料（720点）
・在宅患者訪問診療科（187点～888点）
・在宅時医学総合管理料（330点～
　5400点）
・在宅患者緊急時等カンファレンス料　
　（200点）
・包括的支援加算（150点）
・機能強化加算（80点）
・在宅患者訪問看護・指導料（530点～
　1285点）
・看護・介護職員連携強化加算（250点）
　他

2024年報酬改定【見直し】 
・在宅療養移行加算1～4（116点～316点）
・【新設】往診時医療情報連携加算　200点
在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院以外
の他の保険医療機関が訪問診療を行っている
患者に対して、連絡体制を構築している在支
診・在支病が往診を行った場合の評価
・外来感染対策向上加算（施設基準あり）
　6点（月1回）
・連携強化加算（施設基準あり）
　3点（月1回）
・サーベイランス強化加算（施設基準あり）
　1点（月1回）

【在宅患者診療・指導料】

退院前在宅療養指導管理加算
(120点)

介護職員等喀痰吸引指示料
(240点／3か月に1回)

死亡診断加算
(200点)

看取り加算
(3,000点)

在宅医療・介護連携にかかる主な介護報酬・診療報酬在宅医療・介護連携にかかる主な介護報酬・診療報酬

-17-
＊点数を算定される場合は、必ず厚生労働省の告示・通知等で詳細をご確認ください。

出典︓厚生労働省

居宅療養管理指導
（514単位～259単位）
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肢
　
□

左
下

肢
褥

瘡
の

有
無

□
有

　
□

無

A
D

L

移
動

□
自

立
　
□

見
守

り
　
□

一
部

介
助

　
□

全
介

助

「
退

院
前

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
」
へ

の
参

加
□

希
望

あ
り

・
具

体
的

な
要

望
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

5
．
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
（
ケ
ア
マ
ネ
か

ら
の

希
望

）

「
院

内
の

多
職

種
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
」
へ

の
参

加
□

希
望

あ
り

在
宅

生
活

に
必

要
な
条

件

家
族

の
介

護
力

□
独

居
　
　
　
□

日
中

独
居

　
　
　
□

高
齢

世
帯

　
　
　
□

サ
ポ
ー
ト
で
き
る
か

ぞ
く
や

支
援

者
が

不
在

□
家

族
が

要
介

護
状

態
／

認
知

症
で
あ
る
　
　
　
□

そ
の

他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

特
記

事
項

（
特
に
注
意
す
べ
き
点
な
ど
）

入
院

前
の

家
族

の
意

向
（
特

に
生

活
に
つ
い
て
）

4
．
今

後
の

生
活

展
望

に
つ
い
て
（
ケ
ア
マ
ネ
と
し
て
の

意
見

）

本
人

の
性

格
趣

味
・
関

心
領

域
な
ど

本
人

の
生

活
歴

入
院

前
の

本
人

の
意

向

氏
名

（
続

柄
／

年
齢

）
（

主
介

護
者

（
年

齢
）

（
　
　
　
　
才

）
T
E
L
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

3
．
本

人
／

家
族

の
意

向
に
つ
い
て

年
金

な
ど
の

種
類

□
国

民
年

金
　
　
　
□

厚
生

年
金

　
　
　
□

障
害

年
金

　
　
　
□

生
活

保
護

　
　
　
□

そ
の

他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

2
．
家

族
の

情
報

に
つ
い
て

家
族

構
成

□
独

居
□

同
居

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

キ
ー
パ

ー
ソ
ン

（
連

絡
先

）

障
害

高
齢

者
の

日
常

生
活

自
立

度
□

自
立

　
　
　
　
　
□

J
 1
　
　
　
　
　
□

J
 2
　
　
　
　
　
□

A
 1
　
　
　
　
　
□

B
 1
　
　
　
　
　
□

B
 2
　
　
　
　
　
□

C
 1
　
　
　
　
　
□

C
 2

介
護

保
険

の
自

己
負

担
割

合
□

1
割

　
　
　
□

2
割

　
　
　
□

不
明

障
害

な
ど
の

認
定

認
知

症
高

齢
者

の
日

常
生

活
自

立
度

□
自

立
　
　
　
　
　
□

Ⅰ
　
　
　
　
　
□

Ⅱ
a　

　
　
　
　
□

Ⅱ
b　

　
　
　
　
□

Ⅲ
a　

　
　
　
　
□

Ⅲ
b　

　
　
　
　
□

Ⅳ
　
　
　
　
　
□

M

□
な
し
　
　
　
□

あ
り
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

)

入
院

時
の

要
介

護
度

□
要

介
護

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
□

要
介

護
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
□

申
請

中
　
　
　
□

未
申

請

□
戸

建
て
　
　
□

集
合

住
宅

（
2
階

住
居

）

・
住

ま
い
に
関

す
る
特

記
事

項
（

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

□
な
し
　
　
□

あ
り
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

住
所

電
話

番
号

住
環

境
※
可
能
な
ら
ば
、

「
写
真
」
な
ど
を
添
付

生
年

月
日

大
 ・

 昭
 ・

 平
成

 ・
 令

和
　
　
　
　
年

　
　
　
　
月

　
　
　
　
日

　
生

1
．
利

用
者

（
患

者
）
基

本
情

報
に
つ
い
て

患
者

氏
名

(フ
リ
ガ
ナ

)
年

齢
才

性
別

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
名

F
A
X
番

号

電
話

番
号

病
院

　
担

当
者

　
様

（
記

入
日

：
　
　
　
年

　
　
　
月

　
／

　
入

院
日

：
　
　
　
年

　
　
　
月

　
　
　
日

）

利
用

者
（
患

者
）
／

家
族

の
同

意
に
基

づ
き
、
利

用
者

情
報

（
身

体
・
生

活
機

能
な
ど
）
の

情
報

を
送

付
し
ま
す
。
是

非
ご
活

用
下

さ
い
。

担
当

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
名

入
院
時
情
報
提
供
書
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
→
医
療
機
関
）

□
男

　
　
　
□

女

入
院
時
情
報
提
供
書

【
担
当
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
よ
り
、

医
療
機
関
の
方
へ
の
お
願
い
】

・
退

院
が
決
ま
り
次
第
、

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す

・
必

要
に
応
じ
て
、

退
院
時
の
情
報
提
供
を
お
願
い
し
ま
す

・
「
退
院
前
訪
問
指
導
」

を
実
施
す
る
場
合
は
、

ぜ
ひ
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
同

行
さ
せ

て
下

さ
い
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<
参
考
＞

出
展
︓
厚
生
労
働
省

症
状
・
症
状
の
予
後

・
予
測

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
　
　
担
当
者
名

 ：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
入
日

 ：
 令

和
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

1
．
基
本
情
報
・
現
在
の
状
態
　
等

属 性

フ
リ
ガ
ナ

性
別

年
齢

今 回 の 入 院 概 要

入
退
院
日

・
入
院
日
　
：
　

R
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
　
　
　
　
・
退
院
予
定
日
　
：
　

R
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

入
院
原
因
疾
患

入
院
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
病
院
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
病
棟
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
階
）

退
院
時
の
要
介
護
度
（
　
□
要
　
　
区
分
変
更
）

氏
名

様
□
男
　
□
女

歳
□
な
し
　
　
□
申
請
中
　
　
□
要
支
援
（
　
　
　
　
　
）
　
　
□
要
介
護
（
　
　
　
　
　
）

移
動
手
段

□
杖
　
　
　
　
　
□
歩
行
器
　
　
　
　
　
□
車
い
す
　
　
　
　
　
□
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

③
退
院
後
に
必
要

な
事
柄

入
浴

方
法

□
行
わ
ず
　
　
　
　
　
□
機
械
浴
　
　
　
　
　
□
シ
ャ
ワ
ー
浴
　
　
　
　
　
□
一
般
浴

排
泄
方
法

□
ト
イ
レ
　
　
　
　
　
□
ポ
ー
タ
ブ
ル
　
　
　
　
　
□
お
む
つ
　
　
　
　
　
□
カ
テ
ー
テ
ル
・
パ
ウ
チ
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

食
事
形
態

□
経
管
栄
養
　
　
　
　
　
□
普
通
　
　
　
　
　
□
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

②
本
人
・
家
族
の

受
け
止
め
／
意
向

か
ら

担
当
医

退
院
後
通
院
先

□
入
院
し
て
い
た
医
療
機
関
　
　
　
　
　
□
入
院
先
以
外
の
病
院
　
　
　
　
　
□
診
療
所
　
　
　
　
　
□
通
院
の
予
定
な
し

現
疾
患
の
状
況

既
往
歴

退 院 に あ た っ て の 日 常 生 活 の 阻 害 要 因

( )

①
疾
患
と
入
院
中

の
状
況
か
ら

U
D

F
等
の
食
形
態
区
分

嚥
下
機
能

④
そ
の
他

口
腔
清
潔

□
良
　
　
　
　
　
□
不
良
　
　
　
　
　
□
著
し
く
不
良

義
歯

□
元
々
な
し
　
　
　
　
　
□
入
院
中
は
使
用
な
し
　
　
　
　
　
□
入
院
中
使
用

状
況
・
支
援
内
容
等

見
通
し

口
腔
ケ
ア

□
出
来
た
　
　
　
　
　
□
出
来
な
か
っ
た
　
　
　
　
　
□
本
人
に
ま
か
せ
た

睡
　
　
　
眠

□
良
好
　
　
　
　
　
□
不

良
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
剤
眠
の
使
用

認
知
・
精
神

□
認
知
機
能
低
下
　
　
　
　
　
□
せ
ん
妄
　
　
　
　
　
□
徘
徊
　
　
　
　
　
□
焦
燥
・
不
穏
　
　
　
　
　
□
攻
撃
性
　
　
　
　
　
□
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

□
自
立
　
□
見
守
り
　
□
一
部
介
助
　
□
全
介
助

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

退
院
後
の

生
活
に
関
す
る

本
人
の
意
向

排
泄

排
尿
・
排
便

□
支
障
な
し
　
　
　
　
　
□
支
障
あ
り

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

家
族
の

受
け
止
め
方

食
事

食
事
内
容

移
動

室
内
移
動

□
自
立
　
□
見
守
り
　
□
一
部
介
助
　
□
全
介
助

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

□
支
障
な
し
　
　
　
　
　
□
支
障
あ
り

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

食
事
摂
取

排
泄
動
作

□
自
立
　
□
見
守
り
　
□
一
部
介
助
　
□
全
介
助

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

退
院
後
の

生
活
に
関
す
る

家
族
の
意
向

口
腔

口
腔
衛
生

□
支
障
な
し
　
　
　
　
　
□
支
障
あ
り

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

口
腔
ケ
ア

□
自
立
　
□
見
守
り
　
□
一
部
介
助
　
□
全
介
助

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

2
．
課
題
認
識
の
た
め
の
情
報

服
薬

□
自
立
　
□

見
守
り
　
□
一
部
介
助
　
□
全
介
助

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

② 本 人 や 家 族 の 受 け 止 め 方 ／ 意 向

本
人
の

受
け
止
め
方

（
病
気
）

（
障
害
・
後
遺
症
）

（
病
名
告
知
）

□
あ
り
　
　
　
　
　
□
な
し

状
況
の
事
実

現
在
の
状
況

要
因

改
善

/
維
持
の
可
能
性

① 疾 患 と 入 院 中 の 状 況 ③ 退 院 後 に 必 要 な 事 柄

医
療
処
置

（
処
置
内
容
）

（
在
宅
で
継
続
す
る
た
め
の
要
件
）

入
浴

□
自
立
　
□
見
守
り
　
□
一
部
介
助
　
□
全
介
助

看
護
の
視
点

□
な
し

□
血
圧
　
　
□
水
分
補
給
　
　
□
食
事
制
限
　
　
□
食
形
態
　
　
□
嚥
下
　
　
□
腔
ケ
ア
　
　
□
清
潔
ケ
ア

□
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
　
　
□
排
泄
　
　
□
皮
膚
状
態
　
　
□
睡
眠
　
　
□
認
知
機
能
・
精
神
面
　
　
□
服
薬
指
導

□
良
養
上
の
指
導
（
食
事
・
水
分
・
睡
眠
・
清
潔
ケ
ア
・
排
泄
に
お
け
る
指
導
）
　
　
□
タ
ー
ミ
ナ
ル

□
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

認
知

□
支
障
な
し
　
　
　
　
　
□
支
障
あ
り

□
改
善
　
□

維
持
　
□
悪
化

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

□
支
障
な
し
　
　
　
　
　
□
支
障
あ
り

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

□
な
し

□
点
滴
　
　
□
酸
素
療
法
　
　
□
喀
痰
吸
引
　
　
□
気
管
切
開

□
胃
ろ
う
　
　
□
経
管
栄
養
　
　
□
経
腸
栄
養
　
　
□
褥
瘡

□
尿
道
カ
テ
ー
テ
ル
　
　
□
尿
路
ス
ト
ー
マ
　
　
□
消
化
管
ス
ト
ー
マ

□
痛
み
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
　
　
□
排
便
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

□
自
己
注
射
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
□
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

更
衣

□
自
立
　
□
見
守
り
　
□
一
部
介
助
　
□
全
介
助

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

家
事
動
作

□
自
立
　
□
見
守
り
　
□
一
部
介
助
　
□
全
介
助

行
動
・
心
理
症
状
（
B

P
S
D
）

□
支
障
な
し
　
　
　
　
　
□
支
障
あ
り

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

居
住
環
境

□
支
障
な
し
　
　
　
　
　
□
支
障
あ
り

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

褥
瘡
・
皮
膚
の
問
題

□
支
障
な
し
　
　
　
　
　
□
支
障
あ
り

□
改
善
　
□
維
持
　
□
悪
化

禁
忌
事
項

（
禁
忌
の
有
無
）

（
禁
忌
の
内
容
／
留
意
点
）

（
回
目
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心 身 の 状 況 環 境 な ど・

年

月
　
　
　
　
日
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退院前カンファレンスシート

　　　　　　　　　　　　　　      様　　退院前カンファレンス

　　　　　　　　　　　    病院　　　　　　　病棟　　　    日付︓　　　　年　　　月　　　日

　司会︓ケアマネジャー／ＭＳＷ／退院調整Ｎｓなど適宜

　１．自己紹介（所属と役割を明確に）　２分　＊時間は目安です。
　２．現在までの経過と治療（主治医または看護師が説明。記載する必要はない。）３分
　３．入院中のＡＤＬとケアの方法（看護師が説明。記載する必要はない。）５分
　　　（１）移動と移乗、入院中のリハビリテーションの状況
　　　（２）食事の内容と形態、食事介助の方法、口腔ケア
　　　（３）排泄
　　　（４）寝具と体位変換、皮膚トラブルの有無
　　　（５）入院中の入浴・保清の方法と頻度
　　　（６）睡眠・更衣・その他
　　　（７）認知機能・精神面
　　　（８）行っている医療処置
　　　　　　□必要な医療器具・福祉機器の確認、使用方法は習得できているか確認
　　　　　　□自宅に帰ってから使用する消耗品などがあるか確認
　　　（９）介護指導の内容と計画
　　　　　　□介護方法・介助方法は習得できているか確認
　　　（10）定時薬と頓用薬
　　　　　　□必要な定時薬・頓用薬は処方されているか確認
　　　　　　□一包化などの必要があるか確認
　　４．ご本人・ご家族の希望と心配　３分
　　５．質疑　５分
　　６．ケアマネジャーからの確認、在宅療養の留意点　５分
　　　（１）退院日
　　　　　　□退院時間の確認
　　　　　　□帰りの移動手段の確認
　　　　　　□退院後の初回外来日（受診日）の確認
　　　　　　＊退院が決まったら利用する医療・介護事業所へ連絡する
　　　（２）緊急連絡先や方法
　　　　　　□患者やご家族は体調が変わった時の緊急連絡先を知っているか確認
　　　　　　□診療情報提供書と看護サマリー、訪問看護指示書などを用意したか確認
　　７．まとめ　２分

出典︓横須賀市在宅療養連携会議作成Ｈ26.7.18　Ｖer.3 を一部改編

＜参考＞



訪問看護は「介護保険」と「医療保険」両方が使える
＜訪問看護の対象者＞
①病気や心身の障害のために療養生活の支援を必要とするもの
②終末期ケアを必要とするもの
③主治医が訪問看護の必要を認めたもの

従来「通院が困難な利用者」⇒Ｈ18 年 4 月の介護保険
法改正において「通院の可否に関わらず、療養生活を
送るうえで居宅での支援が不可欠な者に対し、ケアマ
ネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断され
た場合」においても提供できるようになった。

★ 介護保険が優先となる。
★ 訪問看護サービスの対象者は、居宅等において療養を必要とする状態にあり、訪問看護が必要と主治医が判断した方が対象。
　 適応される保険は、介護保険と医療保険によるものがある。
★ 訪問看護は、主治医から「訪問看護指示書」「特別訪問看護指示書」の交付を受けて実施。
★ 介護保険の場合、６５歳以上（第１号被保険者）要支援１～２、要介護１～５に認定されていること。
   ４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）要支援、要介護に認定され、１６疾患（＊1）に該当していること。

【16 特定疾病】＊1　40 歳以上 65 歳未満（第２号被保険者）でも要介護認定によって介護保険が利用できる疾病
①末期のがん　　　　　　  ②関節リウマチ　　　  ③筋萎縮性側索硬化症　  ④後縦靭帯骨化症　   ⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症　  ⑦脊髄小脳変性症　     ⑧進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
⑨脊柱管狭窄症　              ⑩早老症　            　  ⑪多系統萎縮症　           ⑫脳血管疾患
⑬閉塞性動脈硬化症　　　  ⑭慢性閉塞性肺疾患      ⑮糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

利
用
者

介護保険サービス 要支援・要介護認定 介
護
保
険
で
対
応

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

訪
問
看
護

○末期がん　　　○厚生労働大臣が定める疾患（＊2）
○労災保険など　○病的な妊産婦や乳児など
○介護保険に該当しない、医療保険加入者・家族
○精神科訪問看護

急性増悪期
（特別訪問看護指示書 : 通常月 1 回 14 日間、「気管カ
ニューレ」や「真皮を超える褥瘡」等は月２回まで可）

医
療
保
険
で
対
応

【厚生労働大臣が定める疾患】＊2　　
①末期の悪性腫瘍　　　②多発性硬化症　　　　　　　　③重症筋無力症　④スモン　⑤脊髄小脳変性症　⑥筋萎縮性側索硬化症
⑦ハンチントン病　　　⑧進行性筋ジストロフィー症　　⑨パーキンソン病関連疾患　⑩多系統萎縮症　　⑪プリオン病　
⑫亜急性硬化性全脳炎　⑬ライソゾーム病　　　　　　　⑭副腎白質ジストロフィー　⑮脊髄性筋萎縮症　⑯頚髄損傷　
⑰球脊髄性筋萎縮症　　⑱慢性炎症性脱髄性多発神経炎　⑲後天性免疫不全症候群　　⑳人工呼吸器を使用している状態

自宅以外の住居系サービス
訪問看護に関することは
訪問看護ステーションへ
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令和 6年 7月現在

訪問看護（介護保険）
×
×
×

×
・看護小規模多機能
　型居宅介護サービス
　事業所の訪問看護

×

〇
要介護等

老人保健施設
特別養護老人ホーム

特定施設入居者生活介護（一般型）
グループホーム

小規模多機能型
看護小規模多機能型居宅介護（宿泊時）

短期入所生活介護

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
＊特定施設入居者生活介護指定を受けてい
ない場合

住宅型有料老人ホーム
ケアハウス（軽費老人ホーム）
特定施設入居者生活介護（外部サービス
利用型）

〇

訪問看護（医療保険）
×
末期の悪性腫瘍
【厚生労働大臣が定める疾患】※２
急性増悪時

（サービス利用前３０日以内患家で訪問看護を実施している場合利
　用開始後３０日まで）
＊末期の悪性腫瘍患者は期間定めなし。しかし通い時の訪問はでき
　ない）
末期の悪性腫瘍
（サービス利用前３０日以内患家で訪問看護を実施している場合）

介護保険を受けていない（４０歳未満）

〇

【厚生労働大臣が定める疾患】※２
急性増悪時

【厚生労働大臣が定める疾患】※２
急性増悪時
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●令和 5 年 9 月、中部地区の７か所の消防本部を対象に、65 歳以上の高齢者の救急搬送に関する

アンケート調査を実施。 

●アンケート調査の対象期間：令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日の 1 年間。 

 

（１）高齢者施設からの救急搬送の時間帯別の件数 

 

 

 

 

 

 

（２）高齢者施設からの救急搬送の傷病程度別の件数 

 

 

 

 

 

 

 

1 番目に多い  2 番目に多い 

 

 

※傷病程度は、次のとおり 

 軽 症：傷病程度が入院加療を必要としないもの。 

 中等症：傷病程度が重症または軽症以外のもの。 

 重 症：傷病程度が 3 週間の入院加療を必要とするもの。 

 死 亡：初診時において死亡が確認されたもの。 

 

 
  

救急搬送アンケート調査結果 

ニライ 宜野湾市 うるま市 沖縄市 東部 中北 金武地区
8：00～17：59 261 238 575 507 84 137 146
18：00～22：59 76 57 129 127 29 41 32
23：00～翌7：59 69 66 136 169 21 43 37
計 406 361 361 803 134 221 215

ニライ 宜野湾市 うるま市 沖縄市 東部 中北 金武地区
軽症 129 103 177 205 38 54 36
中等症 175 162 438 406 69 93 115
重症 67 70 124 170 24 27 52
死亡 24 20 41 22 3 5 12
計 395 355 780 803 134 179 215
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（３）65 歳以上の高齢者の救急搬送の原因疾病分類 

●高齢者施設からの救急搬送の原因疾病分類は、すべての消防本部で「呼吸器系」が一番多い！ 

●高齢者施設、自宅のいずれも、「呼吸器系」「循環器系」の割合が多い！ 

●特徴として、高齢者施設では「泌尿器系」、自宅では「消化器系」が多い！ 

 

＜高齢者施設からの救急搬送＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自宅からの救急搬送＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼吸器系  循環器系  泌尿器系  消化器系 

 

 

 

 

ニライ
宜野湾市
うるま市
沖縄市
東部
中北
金武地区

呼吸器系
呼吸器系
呼吸器系
呼吸器系

循環器系（心疾患）

循環器系（心疾患）

呼吸器系
呼吸器系
呼吸器系
１位 ２位 ３位

循環器系

循環器系（心疾患）

泌尿器系
循環器系

循環器系（心疾患）

その他
泌尿器系
消化器系

その他（新型コロナ）

症状及び徴喉
泌尿器系
泌尿器系

ニライ
宜野湾市
うるま市
沖縄市
東部
中北
金武地区 呼吸器系 循環器系 消化器系

その他 呼吸器系 消化器系
呼吸器系 循環器系（心疾患） 消化器系

その他（外傷、骨折） 呼吸器系 循環器系
呼吸器系 消化器系 循環器系（心疾患）

その他（新型コロナ） 循環器系（心疾患） その他（外傷）
症状及び徴喉 循環器系（心疾患） 呼吸器系

１位 ２位 ３位
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ご本人の意思表示が困難な場合、家族がご本人の意思
を推定する際の医療とケアのプロセス（過程）の原則

ご本人の意識があり
意思表示ができる場合

ご本人の意思表示が
困難な場合

ご家族やパートナーが
ご本人の意思を推定

できない

ご家族やパートナーが
ご本人の意思を推定

できる

ご本人に意向確認
をする

ご本人、ご家族や
パートナーと医療
関係者が話し合う

ご本人の推定意思を
ご家族やパートナーと
医師が話し合う

ご家族、パートナーが
医療・ケアチームと
最善策を話し合う

人生の最終段階に
おける医療とケアの

方針決定

十分な情報提供とご本人の意向に基づくことが原則！

フロー
チャー

ト

でみて
みよう

！

出所：厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」資料
をもとに平成 30 年度在宅医療・介護連携推進事業 ( 沖縄市・中部地区医師会 ) で作成



中部地区１２市町村 高齢者人口等概況

世帯数
比率

世帯数
比率

宜野湾市 98,885 17,907 18.1% 44,113 4,038 9.2% 3,038 6.9%

沖縄市 139,706 26,551 19.0% 60,453 6,743 11.2% 4,182 6.9%

うるま市 122,172 25,954 21.2% 48,067 5,676 11.8% 3,600 7.5%

恩納村 10,627 2,495 23.5% 4,726 507 10.7% 344 7.3%

宜野座村 5,613 1,292 23.0% 2,233 301 13.5% 251 11.2%

金武町 10,237 2,648 25.9% 4,638 894 19.3% 456 9.8%

読谷村 40,665 8,645 21.3% 15,643 1,593 10.2% 1,397 8.9%

嘉手納町 13,251 3,018 22.8% 5,215 721 13.8% 383 7.3%

北谷町 27,885 5,481 19.7% 11,684 1,113 9.5% 852 7.3%

北中城村 17,236 3,678 21.3% 6,546 602 9.2% 566 8.6%

中城村 21,729 3,749 17.3% 8,836 626 7.1% 565 6.4%

西原町 33,900 7,070 20.9% 13,534 1,157 8.5% 1,317 9.7%

合計 541,906 108,488 20.0% 225,688 23,971 10.6% 16,951 7.5%

市町村

人口 世帯数

総人口 65歳以上 高齢化率 総世帯数
65歳
以上の
単独世帯

65歳
以上の
夫婦世帯

中部地区１２市町村 高齢者人口等概況

単位︓人、世帯数、％

2020 年 10月調査、2021 年 11月公表
出典︓沖縄県高齢者福祉介護課（令和 2年国勢調査より集計したものを中部抜粋）
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市
町
村

沖
縄
市

う
る
ま
市

病 院 名 所在地・
代表電話

医療法人ちゅうざん会
ちゅうざん病院

沖縄市松本6-2-1
TEL 098-982-1346

社会医療法人敬愛会
中頭病院

沖縄市字登川610
TEL 098-939-9826

沖縄医療生活協同
組合
中部協同病院

沖縄市知花6-25-5
TEL 098-938-8828

<担当部署＞医事課　地域連携室
TEL 098-982-1346
FAX 098-982-1347
<対応可能な時間帯＞
8時30分～17時30分

<担当部署＞医事課
TEL 098-982-1346
FAX 098-982-1347
<対応可能な時間帯＞
8時30分～17時30分

<担当部署＞入退院管理室
TEL 098-939-1300
FAX 098-929-3125
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

<担当部署＞地域連携室 
TEL 098-938-8828
FAX 098-939-5859
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～16時30分

<担当部署＞
ソーシャルワーカー室
TEL 098-982-1112
FAX 098-982-1768
<対応可能な時間帯＞
月～土︓8時30分～17時30分

<担当部署＞地域医療連携室 
TEL 098-930-3020
FAX 098-932-6833
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～18時

<担当部署＞地域連携室
TEL 098-937-2054
FAX 098-937-1905
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～17時

<担当部署＞総合受付
TEL 098-933-2756
FAX 098-932-9677
<対応可能な時間帯＞
9時～17時

<担当部署＞地域医療連携室 地域
医療連携課 ※新患受診相談 ※入院相談
TEL 098-938-3319
FAX 098-938-4544
<対応可能な時間帯＞
月～土︓8時30分～17時

<担当部署＞入退院支援室
TEL 098-973-4111
FAX 098-982-6568
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時

<担当部署＞地域医療連携室
TEL 098-978-5237
FAX 098-978-3068
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～17時30分
土︓9時～12時30分

<担当部署＞診療相談課
TEL 098-974-3260
FAX 098-974-5169
<対応可能な時間帯＞
9時～16時（木・日・祝祭日除く）

<担当部署＞相談室
TEL 098-972-7788
FAX 098-972-7319
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
（土・日・祝祭日除く）
<担当部署＞地域医療連携室
TEL 098-972-6000
FAX 098-972-6001
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

<担当部署＞地域医療連携室
TEL 098-939-9826
FAX 098-929-3125
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

<担当部署＞医事課
TEL 098-982-1777
FAX 098-982-1945
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

<担当部署＞医事課
TEL 098-930-3020
FAX 098-930-3030
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～18時

<担当部署＞地域連携室
TEL 098-937-2054
FAX 098-937-1905
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～17時

<担当部署＞総合受付
TEL 098-933-2756
FAX 098-932-9677
<対応可能な時間帯＞
9時～17時

<担当部署＞医事課受付及び外来
※入院調整ではなく日常の様子や症状
を報告する目的の場合
TEL 098-938-3188
FAX 098-938-3198
<対応可能な時間帯＞
月～土︓8時30分～17時

<担当部署＞医事課中央受付
TEL 098-973-4111
FAX 098-973-4986
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時

<担当部署＞外来受付窓口
TEL 098-978-5235
FAX 098-978-5244
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分
<担当部署＞診療相談課＊もしく
は診療時に直接医師にお渡しください
TEL 098-974-3260
FAX 098-974-5169
<対応可能な時間帯＞
9時～16時
<担当部署＞相談室
TEL 098-972-7788
FAX 098-972-7319
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
（土・日・祝祭日除く）
<担当部署＞地域医療連携室
TEL 098-972-6000
FAX 098-972-6001
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

<担当部署＞医事課
TEL 098-939-1300
FAX 098-929-3125
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

<担当部署＞医事課（介護保険
担当者）
TEL 098-930-3020
FAX 098-930-3030
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～18時

<担当部署＞地域連携室
TEL 098-937-2054
FAX 098-937-1905
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～17時

<担当部署＞総合受付※入院／外
来患者で担当相談員が異なります
TEL 098-933-2756
FAX 098-932-9677
<対応可能な時間帯＞
9時～17時
<担当部署＞地域医療連携室 地
域医療連携課
TEL 098-938-3319
FAX 098-938-4544
<対応可能な時間帯＞
月～土︓8時30分～17時

<担当部署＞医事課介護保険担当
TEL 098-973-4111
FAX 098-973-4120
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時

<担当部署＞外来受付窓口
TEL 098-978-5235
FAX 098-978-5244
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分
<担当部署＞外来看護もしくは
診療相談課
TEL 098-973-2000
FAX 098-974-5169
<対応可能な時間帯＞
9時～16時
<担当部署＞相談室
TEL 098-972-7788
FAX 098-972-7319
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
（土・日・祝祭日除く）
<担当部署＞地域医療連携室
TEL 098-972-6000
FAX 098-972-6001
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

<担当部署＞地域連携室 
TEL 098-938-8828
FAX 098-939-5859
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～16時30分

<担当部署＞地域連携室 
TEL 098-938-8828
FAX 098-939-5859
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～16時30分

<担当部署＞医事課
TEL 098-982-1777
FAX 098-982-1945
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

医療法人タピック
沖縄リハビリテー
ションセンター病院

沖縄市比屋根2-15-1
TEL 098-982-1777

医療法人翔南会
翔南病院

沖縄市山内3-14-28
TEL 098-930-3020

医療法人心和会
潮平病院

沖縄市胡屋1-17-1
TEL 098-937-2054

医療法人卯の会
新垣病院

沖縄市安慶田4-10-3
TEL 098-933-2756

医療法人 一灯の会
 沖縄中央病院

沖縄市知花5-26-1
TEL 098-938-3188

沖縄県立中部病院 うるま市字宮里281
TEL 098-973-4111

医療法人沖縄寿光会 
与勝病院

うるま市勝連南風原
3584
TEL 098-978-5235

医療法人社団志誠会
平和病院

うるま市字上江洲665
TEL 098-973-2000

医療法人和泉会
いずみ病院

うるま市字栄野比
1150
TEL 098-972-7788

医療法人賢儀天寿会
うるま記念病院

うるま市字昆布
1832-397
TEL 098-972-6000

<担当部署＞医事課
TEL 098-982-1346
FAX 098-982-1347
<対応可能な時間帯＞
8時30分～17時30分

中部地区圏域　病院連携窓口一覧
平成31年2月に病院の連携窓口一覧の情報公開について同意回答を得られた病院のみ記載しています。
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介護支援専門員が入院
時、情報提供書を提出
する部署

外来時、情報提供書等
を提出する部署

介護保険主治医意見書・
指示書等の依頼相談等
の問い合わせ部署

① ② ③

沖縄市知花6-25-5
TEL 098-921-0024

社会医療法人敬愛会
なかがみ西病院

<担当部署＞医療相談室・入退院支援室
TEL 098-979-9902
FAX 098-979-9978
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
　土　︓8時30分～12時30分

<担当部署＞医事課
※外来機能がないため訪問診療のみ対応
TEL 098-921-0024
FAX 098-921-2023
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
　土　︓8時30分～12時30分

<担当部署＞医療相談室・入退院支援室
TEL 098-979-9902
FAX 098-979-9978
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
　土　︓8時30分～12時30分
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病 院 名 所在地・
代表電話

医療法人球陽会　
海邦病院

宜野湾市真志喜2-23-5
TEL 098-898-2111

医療法人緑水会
宜野湾記念病院

宜野湾市宜野湾3-3-13
TEL 098-893-2101

医療法人宇富屋
玉木病院

宜野湾市愛知3-9-11
TEL 098-892-5336

<担当部署＞地域連携室
TEL 098-898-2144
FAX 098-942-2578
<対応可能な時間帯＞
月・火・水・金︓9時～12時/
14時～17時、木・土︓9時～12時

<担当部署＞クラーク
TEL 098-898-2111
FAX 098-897-9356
<対応可能な時間帯＞
月・火・水・金︓9時～12時/
14時～17時、木・土︓9時～12時

<担当部署＞医療相談室
TEL 098-893-2101
FAX 098-892-8863
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

<担当部署＞相談課
TEL 098-892-5336
FAX 098-892-7310
<対応可能な時間帯＞
8時30分～17時30分

<担当部署＞地域医療連携室
TEL 098-894-8993
FAX 098-897-9838
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時15分

<担当部署＞医療福祉相談室
TEL 098-923-1960
FAX 098-923-1905
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時

<担当部署＞医療福祉相談課
（相談員まで）
TEL 098-935-2277
FAX 098-975-6036
<対応可能な時間帯＞
9時～17時

<担当部署＞地域連携室
TEL 098-933-1580
FAX 098-933-1589
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～18時

<担当部署＞患者総合支援センター
医療福祉相談室
TEL 098-895-3255
FAX 098-895-5685
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～17時、土︓9時～12時
（祝祭日休み）
<担当部署＞医事課
TEL 098-936-5611
FAX 098-936-5614
<対応可能な時間帯＞
月・火・水・金・土︓9時～17時
木︓9時～12時

<担当部署＞相談室
TEL 098-936-5111
FAX 098-936-9225
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分

<担当部署＞医事課
TEL 098-956-1161
FAX 098-956-3201
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓８時30分～12時30分
<担当部署＞地域連携室
TEL 098-968-2133
FAX 098-968-7370
<対応可能な時間帯＞
8時30分～17時

<担当部署＞地域連携室
TEL 098-968-3661
FAX 098-968-4813
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
（木曜午後休み）

<担当部署＞医療相談室
TEL 098-893-2101
FAX 098-892-8863
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

<担当部署＞地域医療連携室
TEL 098-894-8993
FAX 098-897-9838
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時15分

<担当部署＞地域医療連携室
TEL 098-931-1070
FAX 098-931-1129
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時

<担当部署＞内科・リハビリ︓外
来担当
認知症︓認知症疾患センター
TEL 098-935-2277
FAX 098-935-2272
<対応可能な時間帯＞9時～17時
<担当部署＞医事課
TEL 098-933-1574
FAX 098-932-1214
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～18時
土︓9時～13時

<担当部署＞患者総合支援センター
医療福祉相談室※内容により対応部署
が異なる場合がございます
TEL 098-895-3255
FAX 098-895-5685
<対応可能な時間帯＞月～金︓9時
～17時、土︓9時～12時（祝祭日休み）
<担当部署＞医事課
TEL 098-936-5611
FAX 098-936-5614
<対応可能な時間帯＞
月・火・水・金・土︓9時～17時
木︓9時～12時

<担当部署＞医事課　受付
TEL 098-936-5111
FAX 098-936-9225
<対応可能な時間帯＞
月～土︓8時30分～18時30分

<担当部署＞医事課
TEL 098-956-1161
FAX 098-956-3201
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓８時30分～12時30分
<担当部署＞地域連携室
TEL 098-968-2133
FAX 098-968-7370
<対応可能な時間帯＞
8時30分～17時

<担当部署＞医事課
TEL 098-968-3661
FAX 098-968-3665
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
（木曜午後休み）

<担当部署＞医事課
TEL 098-893-2101
FAX 098-892-8863
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓8時30分～12時30分

<担当部署＞医事課
TEL 098-932-1110
FAX 098-932-1104
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時

<担当部署＞外来通院︓外来担当
相談員
入院者︓医療福祉相談課
TEL 098-935-2277
FAX 098-935-2272
<対応可能な時間帯＞9時～17時
<担当部署＞医事課
TEL 098-933-1574
FAX 098-932-1214
<対応可能な時間帯＞
月～金︓9時～18時
土︓9時～13時

<担当部署＞医事課
TEL 098-936-5611
FAX 098-936-5614
<対応可能な時間帯＞
月・火・水・金・土︓9時～17時
木︓9時～12時

<担当部署＞相談室
TEL 098-936-5111
FAX 098-936-9225
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分

<担当部署＞医事課
TEL 098-956-1161
FAX 098-956-3201
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
土︓８時30分～12時30分
<担当部署＞地域連携室
TEL 098-968-2133
FAX 098-968-7370
<対応可能な時間帯＞
8時30分～17時

<担当部署＞医事課
TEL 098-968-3661
FAX 098-968-3665
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時30分
（木曜午後休み）

<担当部署＞相談課
TEL 098-892-5336
FAX 098-892-7310
<対応可能な時間帯＞
8時30分～17時30分

<担当部署＞相談課
TEL 098-892-5336
FAX 098-892-7310
<対応可能な時間帯＞
8時30分～17時30分

<担当部署＞地域医療連携室
TEL 098-894-8993
FAX 098-897-9838
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時15分

独立行政法人
国立病院機構
沖縄病院

医療法人沖縄徳洲会 
中部徳洲会病院

北中城村字比嘉801
TEL 098-932-1110

特定医療法人
アガペ会
北中城若松病院

北中城村字大城311
TEL 098-935-2277

医療法人新緑会
屋宜原病院

北中城村字屋宜原722
TEL 098-933-1574

社会医療法人
かりゆし会
ハートライフ病院

中城村字伊集208
TEL 098-895-3255

医療法人沖縄徳洲会 
北谷病院

北谷町上勢頭631-4
TEL 098-936-5611

医療法人センダン
北上中央病院

北谷町字上勢頭631-9
TEL 098-936-5111

医療法人仁誠会
名嘉病院

嘉手納町字嘉手納258
TEL 098-956-1161

独立行政法人
国立病院機構
琉球病院

金武町字金武7958-1
TEL 098-968-2133

医療法人
ユカリア沖縄
かんな病院

宜野座村漢那469
TEL 098-968-3661

<担当部署＞総合受付
TEL 098-898-2111
FAX 098-897-9356
<対応可能な時間帯＞
月・火・水・金︓9時～12時/
14時～17時、木・土︓9時～12時

中部地区圏域　病院連携窓口一覧
平成31年2月に病院の連携窓口一覧の情報公開について同意回答を得られた病院のみ記載しています。
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宜野湾市我如古3-20-14
TEL 098-898-2121

外来時、情報提供書等
を提出する部署

介護保険主治医意見書・
指示書等の依頼相談等
の問い合わせ部署

① ② ③
介護支援専門員が入院
時、情報提供書を提出
する部署
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市
町
村

病 院 名 所在地・
代表電話

琉球大学病院 西原町上原207
TEL 098-895-3331

<担当部署＞医療福祉支援センター
TEL 098-895-3331
FAX 098-895-1486
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時15分

<担当部署＞
介護保険主治医意見書の依頼、
指示書の依頼→医療支援課 文書担当
（事務職員）
TEL 098-895-3331（内線2153）
FAX なし

<担当部署＞
相談→医療福祉支援センター 相談
受付(ソーシャルワーカー）
TEL 098-895-3331 （内線3383）
FAX 098-895-1486
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時15分

中部地区圏域　病院連携窓口一覧
平成31年2月に病院の連携窓口一覧の情報公開について同意回答を得られた病院のみ記載しています。

<担当部署＞各診療科外来
TEL 098-895-3331
FAX 各診療科外来による
<対応可能な時間帯＞
月～金︓8時30分～17時

＜地域の皆様へのお願い＞
どこへ相談してよいかわからない内容は、ソーシャルワーカー
が一旦お話しを伺い、適切な担当者をご紹介したり、相談員で
対応します。
電話が混み合って繋がらず、ご迷惑をおかけすることが予想さ
れますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
窓口の適切な使い分けを重ね重ねお願い申し上げます。

西
原
町

外来時、情報提供書等
を提出する部署

介護保険主治医意見書・
指示書等の依頼相談等
の問い合わせ部署

① ② ③
介護支援専門員が入院
時、情報提供書を提出
する部署
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中部地区圏域　在宅療養支援診療所窓口一覧
令和6年7月に、在宅療養支援診療所・病院の窓口の情報公開について同意回答を得られた医療機関のみ記載しています。

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 9：00～
12：00

午後
16：00～
18：30

14：00～
18：30

16：00～
18：30

16：30～
18：30

14：00～
18：30

うるま市・沖縄市（記載地域以外でも当院より16㎞圏内であれば相談可能）

往診の対応
可能曜日・時間

住所 〒904-2171　沖縄市高原5-15-11
TEL 098-939-5114
FAX 098-939-0156

医療機関名 医療法人安心会　愛聖クリニック
院長名 中田　安彦

窓口担当者名 仲嶺　真奈美（MSW）

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇

沖縄市・うるま市・嘉手納町・中城村・北中城村

往診の対応
可能曜日・時間

住所 〒904-2171　沖縄市高原7-23-14
TEL 098-933-8000
FAX 098-930-3000

医療機関名 医療法人康陽会　仲宗根クリニック
院長名 仲宗根　哲康

窓口担当者名 伊礼　万里夜

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇 〇

土日祝　定休日
２４時間オンコール体制

沖縄市・うるま市・嘉手納町・読谷村・北谷町・中城村・北中城村・西原町・宜野湾市

往診の対応
可能曜日・時間

住所
〒904-2172
沖縄市泡瀬2-3-17　BLUE SKY AWASE A-3

TEL 098-989-9114
FAX 098-989-9115

医療機関名 マリン在宅クリニック
院長名 小林　孝暢

窓口担当者名 小林　聡子

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 9：00～
12：00

午後

9：00～
17：00

9：00～
17：00

9：00～
17：00

沖縄市、うるま市、北谷町、嘉手納町、（恩納村・中城村・北中城村の一部）

往診の対応
可能曜日・時間

※祝日は左記
の曜日毎の
時間で可

住所 〒904-2153　沖縄市美里６丁目15-16
TEL 098-989-9066
FAX 098-989-9368

医療機関名 いきがい在宅クリニック
院長名 長野　宏昭

窓口担当者名 那覇　ちさと
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中部地区圏域　在宅療養支援診療所窓口一覧
令和6年7月に、在宅療養支援診療所・病院の窓口の情報公開について同意回答を得られた医療機関のみ記載しています。

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 休診 休診 休診

午後
13：00～
16：30

13：00～
16：30

13：00～
16：30

休診 休診 休診

　沖縄市・北谷町・北中城村・嘉手納町

往診の対応
可能曜日・時間

住所 〒904-0034　沖縄市山内2-9-16　2F
TEL 098-989-9999
FAX 098-993-7579

医療機関名 ろかい在宅クリニック
院長名 久場　良吾

窓口担当者名

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇 〇

沖縄市・うるま市・恩納村・宜野座村・金武町・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村

往診の対応
可能曜日・時間

住所 〒904-0021　沖縄市胡屋6-8-7
TEL 098-989-8873
FAX 098-989-8714

医療機関名 中部ゆくいクリニック
院長名 仲松　敬

窓口担当者名

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前

午後

往診の対応
可能曜日・時間

住所 〒904-2153　沖縄市美里1-31-15
TEL 098-938-8828
FAX 098-939-5859

医療機関名 中部協同病院
院長名 与儀　洋和

窓口担当者名

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇 〇

沖縄市・うるま市・嘉手納町（要相談可能です）

往診の対応
可能曜日・時間

住所 〒904-2143　沖縄市知花6-25-5
TEL 098-979-9902
FAX 098-979-9978

医療機関名 なかがみ西病院
院長名 石原　淳

窓口担当者名 医療相談室
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中部地区圏域　在宅療養支援診療所窓口一覧
令和6年7月に、在宅療養支援診療所・病院の窓口の情報公開について同意回答を得られた医療機関のみ記載しています。

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇 〇

うるま市・沖縄市・宜野湾市・西原町・北谷町・嘉手納町・中城村・北中城村・読谷村・金武町（一部）・恩納村（当クリニックから半径16㎞）

往診の対応
可能曜日・時間 土日祝　オンコール対応のみ

医療機関名 医療法人社団泰成会　和花クリニック
院長名 大府　正治

窓口担当者名 山入端、佐次田

住所 〒904-2244　うるま市字江洲135-5
TEL 098-923-5818
FAX 098-923-5819

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇 〇 〇

うるま市、沖縄市

往診の対応
可能曜日・時間

※訪問診療患者のみ往診対応可、
土日・祝日オンコールで電話相談可。

医療機関名 医療法人緑和会　みどり町クリニック
院長名 手柴　理沙（理事長：前田　清貴）

窓口担当者名 前田　泰宏

住所 〒904-2215　うるま市みどり町5-27-2
TEL 098-972-3858
FAX 098-972-7629

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前

午後
12：30～
13：30

12：30～
13：30

12：30～
13：30

12：30～
15：00

12：30～
13：30

12：30～
15：00

住所 〒904-1115　うるま市石川伊波431
TEL 098-964-5735
FAX 098-964-5750

沖縄市、うるま市、恩納村、金武町、読谷村（当クリニックから16km以内まで）

往診の対応
可能曜日・時間 日・祝は休診

医療機関名 医療法人　伊波クリニック
院長名 西川　高広

窓口担当者名 瀬良垣

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前

午後

住所 〒901-2223　宜野湾市大山7-7-22
TEL 098-890-1213
FAX 098-890-1215

宜野湾市・沖縄市・北谷町・北中城村

往診の対応
可能曜日・時間

※訪問診療
のみ対応

月～金の午後

医療機関名 統合医療センター　クリニックぎのわん
院長名 天願　勇

窓口担当者名 医療事務課
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中部地区圏域　在宅療養支援診療所窓口一覧
令和6年7月に、在宅療養支援診療所・病院の窓口の情報公開について同意回答を得られた医療機関のみ記載しています。

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前

午後 〇 〇

恩納村

往診の対応
可能曜日・時間

訪問診療は
火・木のみ

医療機関名 恩納クリニック
院長名 玉城　徳光

窓口担当者名

住所 〒904-0411　恩納村字恩納6329
TEL 098-966-8115
FAX 098-966-8335

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前

午後

往診の対応
可能曜日・時間

医療機関名 医療法人緑水会　宜野湾記念病院
院長名 湧上 聖

窓口担当者名 医療相談室

住所 〒901-2211　宜野湾市宜野湾3-3-13
TEL 098-893-2101
FAX 098-892-8633

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前

午後

住所 〒901-2224　宜野湾市真志喜2-23-5
TEL 098-898-2111
FAX 098-897-9356

往診の対応
可能曜日・時間

医療機関名 医療法人球陽会　海邦病院
院長名 富名腰　亮

窓口担当者名

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 9：00～
12：00

9：00～
12：00

9：00～
12：00

9：00～
12：00

9：00～
12：00

午後
14：00～
17：00

14：00～
17：00

14：00～
17：00

14：00～
17：00

14：00～
17：00

住所 〒901-2215　宜野湾市真栄原1-11-10　1F
TEL 098-975-7850
FAX 098-975-7822

往診の対応
可能曜日・時間

※定期的に訪問
診療を行ってい
る方は24時間
365日対応

定期的に訪問診療を行っている方の
緊急対応のみ

医療機関名 医療法人一誠会　おかえり在宅クリニック
院長名 東　賢志

窓口担当者名 樋口　貞幸（相談員）
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中部地区圏域　在宅療養支援診療所窓口一覧
令和6年7月に、在宅療養支援診療所・病院の窓口の情報公開について同意回答を得られた医療機関のみ記載しています。

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇

金武町・宜野座村

往診の対応
可能曜日・時間

訪問診療は木曜午後。
※その他必要に応じて対応します。

医療機関名 医療法人　きんクリニック
院長名 高良　和代

窓口担当者名 受付

住所 〒904-1201　金武町金武94
TEL 098-968-2145
FAX 098-968-2299

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前

午後

住所 〒904-1304　国頭郡宜野座村漢那469
TEL 098-968-3661
FAX

往診の対応
可能曜日・時間

医療機関名 医療法人ユカリア沖縄　かんな病院
院長名

窓口担当者名

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇

住所 〒904-1201　金武町金武4790-1
TEL 098-968-5017
FAX 098-968-5018

金武町・宜野座村・名護市辺野古（当クリニックから16㎞以内まで訪問診療可能です。）

往診の対応
可能曜日・時間 日祝　休診

医療機関名 医療法人　おくまクリニック
院長名 奥間　裕次

窓口担当者名 医事課

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〃

午後
〃 〃

院長名 西大條　升一
窓口担当者名

TEL 098-966-1100

医療機関名 西大條診療所

住所 〒904-0412　恩納村谷茶565-1
FAX 098-966-1101

往診の対応
可能曜日・時間

相談の上
適宜決定

〃 〃
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中部地区圏域　在宅療養支援診療所窓口一覧
令和6年7月に、在宅療養支援診療所・病院の窓口の情報公開について同意回答を得られた医療機関のみ記載しています。

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前

午後 〇 〇
第１・第３のみ

〇 〇

住所 〒904-0324　読谷村長浜1530-1
TEL 098-982-9000
FAX 098-982-9010

嘉手納町・読谷村・恩納村

往診の対応
可能曜日・時間

※状態・状況に応じて対応いたします

医療機関名 ライフケアクリニック長浜
院長名 鳥谷　裕

窓口担当者名 医療部

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

住所 〒904-0101　北谷町字上勢頭631-4
TEL 098-936-5611
FAX 098-936-5614

北谷町、沖縄市、うるま市、北中城村、嘉手納町

往診の対応
可能曜日・時間

医療機関名 医療法人徳洲会　北谷病院
院長名 金城　進

窓口担当者名 平安山　良仁

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前

午後

嘉手納町

往診の対応
可能曜日・時間

訪問診療は
火曜日13：
00のみ対応

医療機関名 野村ハートクリニック
院長名 野村　秀樹

窓口担当者名 比嘉　亜瑞樹

住所 〒904-0202　嘉手納町字屋良1063-1
TEL 098-982-8810
FAX 098-982-8341

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇

読谷村、嘉手納町、恩納村（南部）　ご相談ください

往診の対応
可能曜日・時間

医療機関名 読谷村診療所
院長名 多鹿　昌幸

窓口担当者名 担当看護師

住所 〒904-0305　読谷村字都屋179
TEL 098-956-1151
FAX 098-956-9560

日祝　休診
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中部地区圏域　在宅療養支援診療所窓口一覧
令和6年7月に、在宅療養支援診療所・病院の窓口の情報公開について同意回答を得られた医療機関のみ記載しています。

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

住所
〒903-0117
西原町翁長834　トムズエンターライズビル　２F

TEL 098-944-6663
FAX 098-964-6668

西原町・中城村・与那原町

往診の対応
可能曜日・時間

医療機関名 玄米クリニック
院長名 森田　悦雄

窓口担当者名 大城

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇

宜野湾市・西原町・中城村・北中城村

往診の対応
可能曜日・時間

医療機関名 しらかわ内科
院長名 新垣　民樹

窓口担当者名 新垣　民樹

住所 〒903-0126　西原町棚原1-20-10
TEL 098-944-3550
FAX 098-944-3551

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 9：00～
12：00

9：00～
12：00

9：00～
12：00

9：00～
12：00

9：00～
12：00

午後
13：00～
17：00

13：00～
17：00

13：00～
17：00

13：00～
17：00

13：00～
17：00

往診の対応
可能曜日・時間

※緊急時は
24時間365日
対応可

医療機関名 かんだ在宅クリニック
院長名 神田　幸洋

窓口担当者名

住所 〒904-2211　中頭郡読谷村字長浜1566番地1
TEL 098-958-3318
FAX 098-993-7655

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

住所 〒901-2311　北中城村字喜舎場360-1
TEL 098-935-5517
FAX 098-982-0708

北中城村・中城村（一部）・宜野湾市（一部）・沖縄市（一部）

往診の対応
可能曜日・時間

医療機関名
医療法人アガペ会

ファミリークリニックきたなかぐすく
院長名 山入端　浩之

窓口担当者名
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中部地区圏域　在宅療養支援診療所窓口一覧
令和6年7月に、在宅療養支援診療所・病院の窓口の情報公開について同意回答を得られた医療機関のみ記載しています。

往診の対応可能地域

月 火 水 木 金 土 日 祝 その他

午前 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇

往診の対応
可能曜日・時間

医療機関名 みなみクリニック
院長名 我部　敦

窓口担当者名 事務

住所 〒901-2424　中城村南上原1073
TEL 098-943-2321
FAX 098-943-2306



１２市町村、地域包括支援センター一覧

介護予防のために

運動をはじめようと思

うけれど、どこに相談

したらいいですか？

日常生活支援総合事業

や介護予防事業、地域の

サークルなどを紹介してくれ

る地域包括支援センターへ相

談してみましょうか。

市町村 センター名 〒 住所 連絡先 FAX

ふてんま 901-2202 宜野湾市普天間１－9－3 098-943-4165 098-943-4067

かいほう 901-2224 宜野湾市真志喜2－２２－２（海邦病院駐車場敷地内） 098-942-8377 098-898-2174

ふれあい 901-2214 宜野湾市我如古４０２（ケアビレッジふれあい我如古１階） 098-897-4165 098-897-4167

ぎのわん 901-2211 宜野湾市宜野湾３－３－１３ 098-896-1339 098-896-1340

北部 904-2151 沖縄市松本６－２－１（ちゅうざん病院１階） 098-938-9770 098-938-9771

中部北 904-2155 沖縄市美里１－２８－１１　３階 098-987-8025 098-987-8026

中部南 904-0003 沖縄市住吉１－５－１８ 098-923-0603 098-923-0610

東部北 904-2164 沖縄市海邦１－１５－２６ 098-937-1100 098-937-0700

東部南 904-2171 沖縄市高原１－１－３８ 098-923-0553 098-923-0558

西部北 904-0021 沖縄市胡屋７－１－２８ 098-988-5525 098-988-5526

西部南 904-0033 沖縄市山内１－３－２５　１階 098-982-2020 098-982-2021

基幹型 904-8501 沖縄市仲宗根町２６－１（沖縄市役所地下２階） 098-939-1212

具志川北 904-2205 うるま市栄野比４６２ 098-972-3595 098-972-3522

具志川みなみ 904-2244 うるま市字江洲１３５－３（津嘉山の杜ヒルトップカシータ内） 098-979-5698 098-979-5864

具志川ひがし 904-2222 うるま市字上江洲７７９－２ 098-974-4001 098-974-8008

具志川にし 904-2236 うるま市喜仲１－３－１８　１階 098-989-3788 098-989-0933

いしかわ 904-1105 うるま市石川白浜２－３－５　石川ビル１階 098-965-6121 098-964-1166

よなしろ 904-2304 うるま市与那城屋慶名１４１０（あやはし苑内） 098-987-8220 098-987-8277

かつれん 904-2311 うるま市勝連南風原４５６９－１　グランシャリオ 1 階 098-978-1551 098-978-3553

恩納村 904-0492 恩納村字恩納２４５１ 098-966-1207 098-966-1266

宜野座村 904-1392 宜野座村字宜野座２９６ 098-968-3253 098-968-5504

金武町 904-1201 金武町字金武１８４２ 098-968-5933 098-968-5935

読谷村 904-0392 読谷村字座喜味２９０１ 098-982-9234 098-958-4125

嘉手納町 904-0293 嘉手納町字嘉手納５８８ 098-956-0849 098-956-0843

北谷町 904-0192 北谷町桑江１－１－１ 098-936-1234 098-982-7715

北中城村 901-2392 北中城村字喜舎場４２６－２　第二庁舎 2 階 098-935-5922 098-935-5899

中城村 901-2493 中城村字当間５８５－１ 098-895-1738 098-895-3048

西原町 903-0111 西原町字与那城１３５ 098-882-0117 098-882-0881

宜野湾市

沖縄市

うるま市

令和6年7月現在

（内線：3144、2194）
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本マナーブックは、平成 30年度に作成し、令和 6年 7月に制度や包括、事業所の連絡先などの掲載情報を修正しました。
加算の算定にあたっては、各病院・介護保険事業所で、算定要件や施設基準等の詳細を必ず確認してください。
ご意見等がございましたら、中部地区医師会在宅ゆい丸センターまでご連絡ください。

氏名 所属

末永　正機 一般社団法人中部地区医師会　老人保健担当理事

玉城　武範 中部地区薬剤師会　保健・福祉担当理事

荒川　裕紀子 一般社団法人中部地区医師会　訪問看護ステーション・サテライトちゃたん

當山　美奈子 琉球大学医学部附属病院　医療福祉支援センター(シエント)

兼城　綾子 社会医療法人敬愛会　ちばなクリニック

與儀　篤 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院

川満　恵悟 医療法人ちゅうざん会　ちゅうざん病院

當山　恭子 医療法人球陽会　海邦病院

稲福　恵子 沖縄医療生活協同組合　中部協同病院

仲宗根　里美 医療法人新緑会　屋宜原病院

山里　守三郎 医療法人湘南会　湘南病院

小野寺　弥生 医療法人卯の会　新垣病院

森田　彬乃 医療法人一灯の会　沖縄中央病院

大嶺　洋 特定医療法人アガペ会　北中城若松病院

仲門　文子 医療法人奨進会　東部クリニック介護支援センター

新垣　俊 株式会社さんだん花　介護支援センターさんだん花

松田　栄 社会福祉法人　読谷村社会福祉協議会居宅介護支援事業所

名護　尚子 公益財団法人沖縄県看護協会　ケアプラセンターのぞみ

宮川　育子 医療法人おくまクリニック　ケアプランアシスト

仲本　豊 株式会社サポートプラスみどり町　ケアプランステーションみどり町

長濱　亮太 沖縄市地域包括支援センター中部南

（敬称略・順不同）

中部地区における入退院連携支援マナーブック作成部会
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